
生産性向上に資する設備導入助成事業助成金交付要綱 

 

（令和６年３月２６日区長決定） 

                          （令和６年１０月９日一部改正） 

 

（目的）             

第１条 この要綱は、区内中小企業が生産性及び経営力の向上を図るため、経営改善又は事

業の持続的発展を目的とした先端設備等の設備投資に係る経費の一部を生産性向上に資

する設備導入助成事業助成金（以下「助成金」という。）として交付することにより、区

内企業の持続的発展を図ることを目的とする。 

 

（助成対象者） 

第２条 助成金の交付を受けることができる者は、申請日時点で次の各号を全て満たすもの

とする。 

 (1) 中小企業者（中小企業法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中 

    小企業をいう。）であること。 

  (2) 日本標準産業分類について大分類に分類される製造業事業者であること。 

 (3) 区内に本社又は事業者を有し、１年以上継続して事業を営んでいること。 

(4) １つの大企業（中小企業者以外の企業をいう。以下同じ。）が発行済み株式総数又は 

出資総額の２分の１以上を単独に所有又は出資していない企業であること。 

 (5) 役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。 

 (6) その他大企業が実質的に経営に参画していない企業であること。 

 (7) 法人住民税及び法人事業税を滞納していないこと。 

 (8) 区に対する使用料等の債務の支払が滞っていないこと。 

 (9) 必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。 

 (10) 東京都板橋区暴力団排除条例（平成 24年板橋区条例第 28号）に規定する暴力団で 

ないこと及び遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象と

して社会通念上適切でないと判断される事業を行っていないこと。 

 (11) 過去２年度以内に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 

 

（助成対象期間） 

第３条 助成対象期間は、当該年度の４月１日から３月３１日の間で産業経済部長が別に定 

める。 

 

（助成対象事業） 

第４条 助成金の対象となる事業（以下「助成事業」という。）は次の各号の条件を全て満

たす事業とする。 

 (1) 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）に基づく先端設備導入計画の認 

    定を受けた事業であること。 

    なお、当該認定を受けた時点で、当該事業の設備投資における、生産性の向上及び 

投資回収率は一定の水準にあるものと判断される。また、設備の設置場所は区内に   

限られる。また、当該事業が法令及び条例違反に該当しないことなども確認して 

いるものとみなせる。 

 (2) 人員削減を目的とした事業ではないこと。 



 (3) 同一の事業について、国、都、板橋区、商工会議所その他これに類する団体から補 

助を受けたあるいは受ける予定の項目が経費に含まれていないこと。 

 (4) 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事 

業ではないこと（無人駐車場（コインパーキング等）、コインランドリー等の運営に 

当たって、単に機械装置の購入のみを行う事業等でないこと。）。 

 (5) 助成対象経費の総額が 100万円以上の事業であること。 

 

（助成対象経費） 

第５条 助成金の交付対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、次の各号の条

件を全て満たすものとする。 

 (1) 別表に掲げる経費に該当すること。 

 (2) 事業実施期間内に契約、納品・施行、支払を実施し、それが報告書類上で確認でき 

ること。 

 (3) 単価、仕様、数量等が報告書類上で確認できること。 

 (4) 新規購入であること（中古・リースではないこと）。 

 

（助成金の額） 

第６条 助成金の額は、次の各号に掲げる企業に対し、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1) 「従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面」の提出があった企業又は過

去３年度以内に板橋製品技術大賞を受賞した企業 助成対象経費の３分の２の額又

は助成限度額 666万円のいずれか低い額 

 (2) 前号に掲げる企業以外の企業 助成対象経費の２分の１の額又は助成限度額 500 万

円のいずれか低い額 

２ 前項の規定により算出した助成金の額に 1,000円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てる。 

 

（助成金の交付申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする中小企業者（以下「申請者」という。）は、助成金

交付申請書（以下「交付申請書」という。）及びその他必要な書類を添えて区長に提出し

なければならない。 

 

（助成金の交付決定） 

第８条 区長は、申請内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、予算の範囲内で助成

金交付の可否及び額（以下「交付決定額」という。）を決定する。 

２ 区長は、前項に規定する助成金交付の可否について、助成金交付可否決定通知書により

当該申請者に通知する。この場合において、区長は、必要な条件を付することができる。 

３ 助成金の額は、第６条の規定により算出する額とする。ただし、予算を超えた場合は、

申請の先着順に予算額を上限として、区長が決定する。 

 

（助成事業の変更等） 

第９条 前条の規定により助成金の交付対象となった事業者（以下「交付対象事業者」とい

う。）は、次の各号のいずれかを変更し、又は助成事業を中止しようとするときは、区長

が定める期日までに助成金変更等承認申請書を提出し、区長の承認を受けなければならな

い。 



 (1) 助成対象事業の内容を著しく変更しようとするとき 

 (2) 助成対象事業の経費の 20％を超えて変更しようとするとき 

 (3) 助成対象事業を中止しようとするとき。 

２ 区長は、前項に規定する助成事業の変更等について、変更・中止承認（不承認）通知書

により当該申請者に通知する。この場合において、区長は、必要な条件を付することがで

きる。 

 

（状況報告、指導、助言） 

第１０条 区長は、交付決定者に対して、助成事業の運営及び経理等の状況その他の必要な

事項について報告を求めることができるほか、必要に応じて現場確認を行い、指導及び助

言を行うことができる。 

２ 区長は、前項の場合において、交付決定者に対し、必要な書類の提出を求めることがで

きる。 

 

（実績報告） 

第１１条 交付決定者は、助成事業が完了したときは、速やかに実績報告書に必要書類を添

付の上、区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の場合において、交付決定者に対し、実績報告書の内容の審査に必要な報

告若しくは書類の提出を求め、又は必要に応じて対象事業所の現場確認を行うことができ

る。 

 

（助成金の額の確定） 

第１２条 区長は、実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告に係る助成事業の成

果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、当該実績

報告書及び交付決定額から、助成金の額を確定し、交付決定者に対し、助成金を交付する

ものとする。この場合において、区長は助成額確定通知書により交付決定者に当該助成金

の額を通知する。 

２ 前項の規定により交付する助成金の額は、実績報告書に記載された経費に基づき第６条

の規定により算出される額又は交付決定額のいずれか低い額とする。 

 

（助成金の支払等） 

第１３条 区長は、前条第 1項の規定により交付すべき助成金の額を確定した後、交付決定

者からの請求に基づき、助成金を支払うものとする。 

２ 交付決定者は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときには、助成金交付

請求書を区長に提出しなければならない。 

  

（交付決定の取消） 

第１４条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 不正又は不当な手段により交付決定を受けたとき。 

 (2) この要綱の規定に違反したとき。 

 (3) 助成金の交付条件に違反したとき。 

 (4) 助成事業を実施しないとき。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、区長が助成事業の実施を不適当と認めたとき。 



 

（助成金の返還） 

第１５条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、助成事

業の取消に係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて交付決定

者にその返還を命ずるものとする。 
 

（報告の義務） 

第１６条 第１３条の助成金の交付を受けた者（以下「助成事業者」という。）は、助成事

業の完了した日の属する会計年度の翌年度、助成事業の運用状況について、操業状況報告

書その他区長が必要と認める書類を指定する期日までに区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項に定めるもののほか必要と認める場合は、助成事業の完了した日の属する

会計年度の終了後５年間報告を求めることができるほか、実地検査を行うことができる。 

 

（助成金の経理等） 

第１７条 助成事業者は、助成事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類

を整理し、かつ、これらの書類を助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間

保存するものとする。 

 

（操業の継続） 

第１８条 助成事業者は、助成事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間は、区内

にて継続して操業するよう努めなければならない。 

 

（取得財産等の管理及び処分） 

第１９条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財

産等」という。）について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。 

２ 助成事業者は、取得財産等については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の

注意をもって管理し、助成金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならな

い。 

３ 助成事業者は、取得財産等を助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、取り壊し、又は担保にしようとするときは、取得財産等処分承認申請書をあらかじ

め区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該取得財産等が「減価償

却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年３月３１日号付号外大蔵省令第１５号）に

規定する年数を経過している場合は、この限りでない。 

４ 区長は、前項の規定により承認を受けた助成事業者が当該取得財産等を処分することに

より収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した助成金の全部又は一部に相当す

る金額を納付させるものとする。 

 

（違約金及び延滞金の納付） 

第２０条 第１４条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第１５

条の規定により助成金の返還を命じたときには、区長は、助成事業者が助成金を受領した

日から返還の日までの日数に応じ、助成金の額（一部を返還した場合のその後の期間にお

いて既返還額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金

（１００円未満の場合を除く。）を助成事業者に納付させなければならない。 

２ 助成金の返還を命じた場合において、助成事業者が定められた納期日までに助成金を納

付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、



年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付さ

せなければならない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの

割合とする。 

 

（違約加算金の基礎となる額の計算） 

第２１条 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、助成事業者の

納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還

を命じた助成金の額に充てるものとする。 

 

（延滞金の基礎となる額の計算） 

第２２条 第２０条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた

助成金の納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の

基礎となる未納付額は、既納の納付金額を控除した額による。 

 

（その他） 

第２３条 助成金の交付に関し、この要綱に定めのない事項は、東京都板橋区補助金等交付

規則（昭和４２年板橋区規則第３号）に定めるもののほか、産業経済部長が別に定める。 

 

   付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

この一部改正は、令和６年１０月９日から施行する。 

 

 

別表（第５条関係） 

助成対象経費項目 

１ 機械及び装置の購入に係る経費（１単位の取得価額が 160万円以上のもの） 

２ 工具の購入に係る経費（１単位の取得価額が 30万円以上のもの） 

３ 
建物附属設備の購入に係る経費（１単位の取得価額が 60万円以上のもの、かつ家屋

と一体で課税されるものは除く） 

４ 器具及び備品の購入に係る経費（１単位の取得価額が 30万円以上のもの） 

５ 上記１から４までの輸送に伴う経費（運搬費等） 

６ 上記１から４までの設置に伴う経費（分解・組立・校正費・整備費等） 

７ 上記１から４までの導入に伴う既存設備の廃棄に係る経費 

８ 上記１から４までの導入に伴うＣＡＤ等のソフトウェアの購入に係る経費 

９ その他区長が適当と認める経費 

 



備考 

この表に該当する経費であっても、次に掲げる経費は、助成対象外とする。  

１ 公租公課（消費税及び地方消費税（以下、「消費税」という。）等） 

 ２ 振込等手数料（代引き手数料を含む）、収入印紙 

 ３ 各種保険料 

 ４ 連携体内の補助事業者の取引によるもの（機械装置・備品等の売買代金や賃借料等） 

 ５ 事業にかかる自社の人件費（ソフトウェア開発等） 

６ 工事建物、構造物、簡易建物（ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等）の取得 

経費、及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得経費 

７ 設置場所の設備工事や基礎工事に要する経費 

８ その他区長が適当でないと認める経費 


